
回 日　付 主な講義テーマ

1 2月  7日（土） はじめに／市民後見概論／認知症・高齢者・障害者の理解

2 2月14日（土） 成年後見制度の基礎：法定後見と任意後見／民法の基礎（家族法・財産法）

3 2月21日（土） 品川区の福祉と介護保険制度／関係する法律と各種制度

4 3月  7日（土） 品川後見センター（中核機関）の事業と役割／対人援助の基礎と演習

5 3月14日（土） 成年後見の実務／家庭裁判所・司法専門職の役割

6 3月21日（土） 社会資源と地域連携の現状（高齢者の医療・住まい・入所施設ほか）

7 3月28日（土） 市民後見活動の実践報告／事例報告とグループワーク／講座のまとめ

私たち市民後見人の会では、認知症の高齢者など支援を必
要とする人たちの生活と財産を守る活動を行っています。

　〒140-0014　品川区大井１－１５－１
　品川成年後見センター分室3階 
　TEL/FAX 　03-6303-8265
　E-ｍail 　npokouken@gmail.com
 　http://www.shiminkoukenninnokai.jp/
　法人設立日 平成20年2月6日　
　会員数 94名
　理事長 髙原　三平
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誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けるために。
令和8年（2026年）　市民後見人養成講座

講師は、当会会員のほか、各種の専門職や関連機関で実務に携わる方々を多数お招きして行います。

「人に寄り添い、その人を支える」市民後見人として

     一人一人のかけがえのない人生を大切にし、「尊厳」と
「自分で選ぶ権利」を尊重します。また、市民後見人の育成
を通じて、成年後見制度の普及と地域で安心して暮らすため
の「助け合いの心」を育みます。こうした取り組みにより、
高齢者等の福祉の向上を目指す団体として、東京都から特定
非営利活動法人（NPO）として認証を受けています。

あなたの学びの力と経験を、地域の支え合いに活かしてみませんか？
会員一同、本講座へのご参加をお待ちしています。

特定非営利活動法人　市民後見人の会


